
帰宅困難者等対策に関する基本的な指針

平成２７年１１月

 （令和５年２月改正）

松戸駅及び新松戸・幸谷駅周辺帰宅困難者等対策協議会



はじめに

 「帰宅困難者問題」は、平成２３年３月の「東日本大震災」の際、公共交通

機関が運行を停止し首都圏を中心に大量の帰宅困難者が発生したことにより大

きな問題となり、松戸市におきましても、各駅で帰宅困難者が発生し、松戸駅

では一時的に５００人を越える人で溢れ、混乱が生じました。そして、多くの

方が駅周辺の小・中学校に一時的に避難して一晩を過ごされました。

 現在、「首都直下地震」や「南海トラフの巨大地震」の発生が予測されており、

それらの地震が発生した場合、松戸市においても大きな被害、影響が出る可能

性が高く、事前に対策を検討しておく必要があり、これまで、駅周辺における

混乱防止、関係機関との連携強化と情報の共有化を図るため、平成２５年７月

に「松戸駅周辺帰宅困難者等対策協議会」を、平成２６年７月に「新松戸・幸

谷駅周辺帰宅困難者等対策協議会」を、それぞれ設立しました。また、協議会

の席上、帰宅困難者問題についての対策の方向性や課題への対応策を協議し、

平成２７年１１月に「帰宅困難者等対策に関する基本的な指針」を決定すると

ともに、平成２９年７月には「松戸駅周辺エリア防災計画」についても策定い

たしました。

こうした中、帰宅困難者等対策協議会発足当初からご参加いただいた三越伊

勢丹松戸店が閉店したものの、同跡地に「キテミテマツド」が開店したほか、

大規模地震発生時の帰宅困難者等の一時滞在施設として、流通経済大学及び県

立西部図書館を指定するなど、本市を取り巻く状況も変化しつつあることから、

この度、「帰宅困難者等対策に関する基本的な指針」の一部を改訂するに至りま

した。

帰宅困難者等対策については、まだまだ、不十分な面が多くありますので、

今後も関係機関の皆様と一緒に協議を重ねつつ内容の見直しを行ない、より現

実的に対応できるものにしていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

令和５年２月

松戸駅周辺帰宅困難者等対策協議会

新松戸・幸谷駅周辺帰宅困難者等対策協議会

会  長    関    聡
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１ 東日本大震災時における松戸駅周辺の帰宅困難者等の発生 

１ 地震の概要 

発生日時 平成２３年３月１１日〈金〉 １４時４６分 

震源地 三陸沖（北緯３８．１度 東経１４２．９度） 

規模 マグニチュード９．０（国内観測史上最大）

最大震度 震度７（宮城県栗原市築館） 

松戸市の震度

等 

震度５弱（市川市、船橋市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷

市も同規模） 

２ 鉄道の運行状況（ＪＲ常磐線、ＪＲ武蔵野線、新京成線、東武野田線、北

総線、流鉄線） 

地震発生直後 全６線が運行停止 

停止後の対応 
流鉄流山線を除く５路線は運行を見合わせ、最終的に終日

運休 

その他 

○流鉄流山線は、約２時間後（１７時頃）運転再開、平常

運行実施

○バスは、渋滞により大幅にダイヤが乱れたが、全路線で

運行を継続

○翌日（３月１２日）、線路、駅舎の安全点検を行い、徐々

に運転再開

３ 帰宅困難者等の状況 

帰宅困難者の

発生・人数等 

○発災直後からＪＲ松戸駅等に帰宅困難者等が発生

（ＪＲ松戸駅には一時的に約５００人が滞留） 

○夜になると東京方面から国道６号線を徒歩で帰宅する人

が増加

○避難所利用者は、発災翌日午前１時３０分、１０９２人

が最大

支援の内容 

○食事、毛布等を収容避難所へ提供

○飲料水は、市内協定締結業者から調達し、提供

○徒歩帰宅困難者（国道６号線）対策として、翌朝まで職

員を配置し避難所までの誘導



２

２ 用語の定義 

１ 帰宅困難者 

  大規模地震の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停止し、当分の 

間、復旧の見通しが立たない場合において、徒歩で帰宅することが困難な者

をいう。 

具体的には、地震発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者（近

距離を徒歩で帰宅する人）を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等

により帰宅できない人）と遠距離徒歩帰宅者（遠距離を徒歩で帰宅する人）

をいう。 

２ 一時滞在施設 

  帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れ

る施設をいう。あらかじめ公表するものと、あらかじめ公表しないものとに分

けられる。 

※ あらかじめ公表するか、公表しないかは、各施設で選択

３ 災害時帰宅支援ステーション 

  災害時、救急・救助活動が落ち着いた後に帰宅困難者の徒歩帰宅を支援する

ため、可能な範囲で水道水、トイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り

得た通行可能な道路に関する情報等を提供する施設をいう。 

４ 避難所 

  地震による家屋の倒壊、焼失等で被害を受けた者又は被害を受けるおそれの

ある者を一時的に受け入れ、保護するため、市区町村又は民間事業者等が開設

する施設をいう。 

５ 施設管理者 

  一時滞在施設として提供する施設を管理する事業者等をいう。施設の特性に

よって、施設の所有者、占有者、管理者のいずれか、又は、複数が該当する。 

６ 施設滞在者 

一時滞在施設内に滞在している帰宅困難者等をいう。 



３ 
 

３ 帰宅困難者等対策の基本的な考え方  

 

１ 関係機関との連携・協力体制の構築 

 

  帰宅困難者問題は、大きくて複合的な問題であるため、行政機関のみで対

応することは、非常に難しく関係機関と共通の認識を持って、連携と協力の

もと対応策を検討していくことが必要である。 

  そこで、自衛隊、県、公共交通機関、大規模集客施設、大学、消防、警察、

市等が一同に介して協議会を結成し、対応策を検討していく必要がある。 

 

 

 

２ 適切な情報提供による混乱の抑制 

 

  大規模地震が発生した場合、ライフラインの途絶などにより、電話、ＦＡ

Ｘ、Ｅ-mileなどの情報伝達手段が使用できなくなる可能性が高くなる。 

  公共交通機関の運行状況、道路の渋滞状況及び行政機関などの今後の対応

方針などの広報を強化するとともに、早期の情報提供体制を確立し、「むやみ

に移動しない」などの基本原則を周知し、混乱の抑制に努める。 

 

 

 

３ 個人で準備・行動できることの普及・啓発 

 

  災害対策における「共助・公助」にはおのずと限界があり、全てをカバー

することはできません。「自分のことは自分で行う」、「自分の命は自分で守る」 

という「自助」の精神が非常に重要になってくる。 

 日頃から、大きな災害が発生した場合、どのような行動をとるべきか、ま

た、事前に何を準備しておくべきか等について、個人レベルで検討しておく

ことの普及、啓発を図る。 
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４ 平素の準備  

 

 災害発生に備えての事前対策（平常時の準備等）については、各機関におい

て既に独自のマニュアルで決めてあると思います。以下に記載した内容は、あ

くまでも平均的なものですので、参考として活用して下さい。 

 

１ 一斉帰宅の抑制 

 

  災害が発生した場合に、公共交通機関による帰宅が困難となる中、家族安

否が心配なことなどから、大量の帰宅困難者等が一斉に徒歩で帰宅すると、

道路、歩道が人で溢れ、思わぬ事故が発生します。また、道路が混雑し救助

活動にも影響がでます。さらに、道路損壊や火災などに巻き込まれ、二次災

害にあう可能性も高くなり、より危険な状態を生み出します。帰宅困難者対

策として重要なことは、「帰宅困難者を発生させないこと」です。職場や学校

等に留まるなど、「むやみに移動しない」ことの周知を図る。 

 

 

２ 施設内待機のための備蓄の確保 

 

  発災時の被救助者の生存率は７２時間以降激減することから、発災後の３

日間は、救出・救護活動を最大限に優先する必要がある。そのため、発災後

の３日間は、自助努力で乗り切る必要性が高いことから、３日分の水、食料

等を備蓄する。 

 

 

３ 備蓄の目安 

 

（１）３日分の備蓄量の目安 

① 水  １人当り１日３リットル、計９リットル 

② 食料 １人当り１日３食    計９食 

③ 毛布 １人当り１枚 

④ その他については、物資ごとに必要量を算定して準備 

（２）備蓄品目の例示 

① 水  ペットボトル入りの飲料水 

② 主食 アルファ米、クラッカー、乾パン、カップ麺 等  

③ その他の物資 
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 毛布やそれに類する保温シート、簡易トイレ、衛生用品（トイレットペ

ーパー）携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医療品 等 

（３）企業等だけではなく、従業員（職員）等も自ら備蓄に努める。

４ 施設の安全確保 

  施設の安全確保は、その後の災害対策を進める上での最優先事項であるの

で、日頃から、施設内の地震対策（転倒、落下、移動防止対策等）に努める。 

また、応急復旧のための工具類なども準備しておくことも検討する（首都直 

下地震帰宅困難者等対策協議会で例示したチェックリストを添付する。）。 

５ 安否確認・情報収集手段の確保 

 発災時における従業員（職員等）との連絡手段・手順をあらかじめ決めてお

くとともに、従業員が安心して災害対応、又は、待機できるように従業員と家

族との安否確認手段についても事前に決めておく。 

６ 混乱収拾後の帰宅ルートの策定 

  救命・救助活動や火災などが落ち着き、徒歩帰宅が可能になった場合におい

ても、全員が一斉に帰宅を開始すると結局混乱が生じます。予め帰宅開始の順

番等を定めた帰宅ルートを策定しておく。 

７ 災害発生時の計画の作成と訓練による検証 

  上記の内容を組み込んだ計画や発災時の対応等について計画をとりまとめ

るとともに、地震を想定しての訓練を定期的に実施する。また、訓練後は、内

容を確認し、計画の修正などにも配慮する。 

（参考文献  東京都帰宅困難者対策ハンドブック） 



６ 
 

５ 一時滞在施設の指定状況  

１ 一時滞在施設 

 帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる施

設をいい、あらかじめ公表するか、公表しないかは、各施設で選択する。 

 

２ 対象施設 

 一時滞在施設の対象となる施設は、帰宅困難者等を一時的に受け入れることに

ついて、県又は市が指定した公共施設及び市と協定を締結した施設とし、例えば、

県や市長村の庁舎、学校、市民会館及びホテルのロビー等が想定される。 

  なお、一時滞在施設として使用する施設については、当該施設が発災時に担う

べき役割、立地条件や施設ごとの特徴を踏まえるとともに、施設の安全性の観点

から最新の耐震性（昭和５６年に導入された新耐震基準）を有する建物（耐震改

修により同基準を満たした建物を含む）であることが必要である。 

 

３ 指定状況 

施設名 施設の所在地等 収容想定人員 

市民会館 
○松戸市松戸１３８９－１ 

○松戸駅東口から徒歩約７分 
約６００名 

市民劇場 
○松戸市本町１１－６ 

○松戸駅西口から徒歩約５分 
約３００名 

東葛飾合同庁舎 
○松戸市小根本７ 

○松戸駅東口から徒歩約７分 
約２９０名 

西部図書館 
○松戸市千駄堀６５７－７ 

○新八柱駅から徒歩約１５分 
約１１０名 

流通経済大学 
○松戸市新松戸３－２－１ 

○新松戸駅から徒歩約４分 
約１００名 

 

４ その他 

○ 発災後、建物（構造）の確認、職員の参集、受け入れ態勢の確保等を実施し

た後に、一時帰宅困難者の受け入れを行う。 

○ 一時滞在施設自体に問題がない場合でも、付近における火災や建物の崩壊状

況、避難道路の状況等により、開設できない場合も想定される。 

 



７

６ 発災時の対応（フローチャート）

１ 安全確保・施設の安全確認

○自身、仲間（同僚）、利用者等の安全確保、安全確認

○施設の安全点検、安全確認

２ 情報収集

○メディア（テレビ、ラジオ、ネット等）からの情報収集

○特に、公共交通機関（電車・バス等）の運行確認

３ むやみに移動を開始しない（一斉帰宅の抑制） 
○施設が安全である場合は、従業員・利用者等の施設内待機

○利用者等への公共交通機関の運行状況、入手したその他の情報提供

４ 災害対策本部との情報交換

○建物の被災状況、従業員・利用者等の状況（傷病等）の連絡

○市全体の被災状況確認、今後の対策等の確認

５ 一時滞在施設等の安全確認（災害対策本部）

○施設の安全性、周辺の被災状況、ライフライン等の状況確認

○施設運営の人員の確認、備蓄品・設備の確認

６ 災害対策本部への一時滞在施設等の状況連絡（電話・ＦＡＸ・

メール等）

○施設の被災状況、概ねの開設時期、受け入れ態勢の状況連絡

７ 一時滞在施設等の開設等の連絡（電話・ＦＡＸ・メール等）

○一時滞在施設・場所の案内広報、できれば誘導、案内

８ 一時滞在施設等で受け入れ開始 
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. 

７ 発災時の各機関の対応 

状況確認、情報収集・発信、連絡等 対応・支援・一時収容等 

○松戸市役所

・危理管理課

・交通政策課

・商工振興課

○駅、駅周辺施設の状況把握に

努める（概ねの帰宅困難者等

の人数、動向確認等）。

○関係機関、市民への鉄道運休

状況等の情報提供に努める。

○一時滞在施設等の受け入れ状

況の確認を努める。

○協議会参加機関との定期的な

情報交換に努める。

○一時滞在施設等へ職員を派遣す

る。

○一時滞在施設、デッキ等の安全点

検を実施する。

○一時滞在施設等が使用できれば

開設し、同施設への案内・誘導を

実施する。

○食料、物資の配布を実施する。

○鉄道機関

・ＪＲ松戸駅

・ＪＲ新松戸駅

・新京成松戸駅

・流鉄幸谷駅

○駅の状況把握に努める（概ね

の帰宅困難者等の人数、動向

確認、施設の安全点検結果

等）。

○鉄道の運行状況の把握に努め

る。

○施設（安全点検結果）、社員、

帰宅困難者等の人数等の状況

について、市災害対策本部へ

の連絡に努める。

○鉄道利用者への運行状況の情

報提供に努める。

○鉄道利用者への「むやみに移

動を開始しない」ことの広報

に努める。

○一時滞在スペースに異常がなけ

れば、利用客を留めるように努め

る。

○できる範囲内で駅構内における

避難誘導、雑踏事故防止活動に努

める。

○ライフラインの状況を勘案して

利用客へ、できる範囲内で、トイ

レの使用支援等に努める。

○市災害対策本部に対する一時滞

在施設の状況確認に努める。一時

滞在施設において、一時収容の準

備が整った段階で、利用客への一

時滞在施設に関する情報提供に

努める

○バス機関

•京成バス

・新京成バス

・東武バス

○バスの運行状況の把握に努め

る。

○利用者に対し、バス運行状況

の情報提供に努める。

○運行状況、利用者状況につい

て、市災害対策本部への連絡

に努める。

○できる範囲内で、道路の渋滞

状況、道路環境（陥没等）の

状況把握に努める。

○バスが駅周辺地域で、発災した場

合は、できる範囲内で利用者を駅

までの搬送に努める。

○できる範囲内で駅停留所付近に

おける避難誘導、雑踏事故防止活

動に努める。

○バス停留所付近に異常がなく、そ

の場でバスが待機できる場合は、

できる範囲内で休憩場所として

の使用支援に努める。
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○大規模店

（松戸店） 

・アトレ

・プラーレ

・イトーヨーカ

ドー

（新松戸店） 

・ダイエー・

イオンフード

スタイル

・コープみらい

○施設（安全点検結果）、従業員、

利用者の状況（人数等）につ

いて、市災害対策本部への連

絡に努める。

○できる範囲内で、駅、駅周辺

施設の状況把握に努める。

○利用者への情報提供（鉄道、

バスの運行状況等）に努める。 

○災害発生時は、それぞれ各機関の

定めたマニュアルに従って、施設

の安全点検を実施し、利用客、従

業員等の安全を確保するととも

に、できる範囲内で店内における

避難誘導、雑踏事故防止活動に努

める。

○ライフラインの状況を勘案し

て、それぞれ各機関の定めたマニ

ュアルに従って、できる範囲内

で、利用客への使用支援等に努め

る。 

○利用者への一時滞在施設の情報

提供に努める。 

○学校

・千葉大学

  園芸学部 

・聖徳大学

・流通経済大
学

・日本大学

松戸歯学部

○学生へ「むやみに移動を開始

しない」ことの広報に努める。 

○施設（安全点検結果）、職員、

学生等の状況（人数等）につ

いて、市災害対策本部への連

絡に努める。

○市災害対策本部からの市内の

災害発生状況、帰宅困難者等

の情報を受け、それを学生等

へ情報提供に努める。

○施設の安全点検で異常が無けれ

ば、それぞれ各機関で定めたマニ

ュアルに従って、職員・学生等の

滞留措置に努める。

○施設の安全点検で異常がなけれ

ば、帰宅困難者等が来訪した場

合、できる範囲内で受け入れ支援

に努める。受け入れができない場

合は、来訪した帰宅困難者等へ一

時滞在施設の情報提供に努める。

○ライフラインの状況を勘案して、

来訪した帰宅困難者等へ、できる

範囲内でのトイレの使用支援等

に努める。

○病院

・新松戸中央

総合病院 

・新東京病院

○施設（安全点検結果）、職員、

利用者（入院患者、通院者等）

の状況（人数等）について、

市災害対策本部への連絡に努

める。

○市災害対策本部からの情報

（市内の災害発生状況、帰宅

困難者等の状況）に基づき、

それら内容を利用者（入院患

者・通院者等）への情報提供

に努める。

○施設の安全点検で異常が無けれ

ば、各機関で定めたマニュアルに

従って、怪我人等が来訪した場合

は、できる範囲内で治療等の対応

に努める。

○ライフラインの状況を勘案して、

来訪した帰宅困難者等へ、できる

範囲内でのトイレの使用支援等

に努める。
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○商工会議所 ○施設（安全点検結果）、従業員、

利用者の状況（人数等）を市

災害対策本部への連絡に努め

る。

○ライフラインの状況を勘案して、

来訪した帰宅困難者等へ、できる

範囲内でのトイレの使用支援等

に努める。

○自衛隊

・陸上自衛隊

需品学校

○自衛隊の動向について、市災

害対策本部への情報提供に努

める。

○帰宅困難者が松戸駐屯地の近傍

を通過する際、当時の状況を勘案

して、トイレの使用等可能な範囲

内で支援に努める。

○千葉県

・東葛飾地域

振興事務所

○施設の安全点検を行い、結果

を市災害対策本部へ連絡す

る。

○必要に応じて、県災害対策本

部から情報を収集し、市災害

対策本部へ情報提供を行う。

○必要に応じて、市災害対策本

部から情報を収集し、県災害

対策本部へ情報提供を行う。

※県では、災害の発生又は災害

の発生が見込まれる際に、各

市の災害対応状況の把握及び

市県間の連絡調整等を円滑に

行うため、情報連絡員（リエ

ゾン）の派遣を行う。

○市災害対策本部と調整し、一時滞

在施設の開設等の各種対応に当

たる。

○警察

・松戸警察署

・松戸東警察署

○交通機関の運行状況や道路混

雑状況、道路破損状況等、認

知した情報を市災害対策本部

への情報提供に努める。

○人身・物損事故情報を一定時

間ごとにとりまとめ、市災害

対策本部への情報提供に努め

る。

○市災害対策本部等から情報提

供を受け、必要な警察措置を

講じる。

○事故発生の可能性がある場合、施

設管理者と連携・協力の上、混乱

防止、雑踏事故防止に努める。

○徒歩帰宅者等が帰宅する場合、道

路管理者と連携・協力の上、主要

道路（国道６号線等）へのパトロ

ール活動等に努める。

○その他犯罪予防、事件対応に努め

る。

○消防

松戸市消防局

○火災、救助・救急活動におけ

る情報を一定時間ごとにとり

まとめ、市災害対策本部への

情報提供に努める。

○駅周辺、一時滞在施設周辺におけ

る傷病人発生時の救急活動等に

努める。
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松 戸 市

災害対策本部

鉄 道 機 関
・ＪＲ松戸駅

・ＪＲ新松戸駅

・新京成電鉄

・流鉄鉄道部

バ ス 機 関
・京成バス

・松戸新京成バス

・東武バスセントラル

大規模集客施設

・アトレ松戸店

・プラーレ松戸

・イトーヨーカドー松戸店

・ダイエー・イオンフード

スタイル新松戸店

・コープみらい

学校（大学）

・千葉大学園芸学部

・聖徳大学

・流通経済大学

・日本大学松戸歯学部

・松戸商工会議所

県

東葛飾地域振興事務所

自 衛 隊

・陸上自衛隊需品学校

警 察

・松戸警察署

・松戸東警察署

消 防

・松戸市消防局

８ 緊急連絡体制表

病 院

・新松戸中央総合病院

・新東京病院
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